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藤
原
仲
麻
呂
と
貨
幣
鋳
造
権

樋　

口　

圀　

彦　

（
日
本
臨
床
政
治
研
究
所
主
任
研
究
員
）　

　
　

は
じ
め
に

　

日
本
に
於
る
貨
幣
の
鋳
造
権
は
、
天
皇
の
専
権
事
項
の
一
つ
で
あ
る
事
に
気
付
い
て
い
た
藤
原
仲
麻
呂
は
、
自
分
と
一
族
の
繁

栄
の
た
め
に
、
貨
幣
の
鋳
造
権
を
手
に
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
限
り
な
く
天
皇
に
近
づ
く
事
を
画
策
し
た
。

　

幼
い
頃
か
ら
、
そ
の
聡
明
さ
を
謳
わ
れ
、
長
じ
て
は
古
今
東
西
の
学
問
に
明
る
か
っ
た
仲
麻
呂
は
、
天
皇
の
地
位
に
近
づ
く
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
打
っ
た
。
し
か
し
仲
麻
呂
の
強
引
な
手
法
は
、
敵
も
多
く
作
り
、
つ
い
に
孝
謙
太
上
天
皇
を
は
じ
め
と

す
る
反
対
勢
力
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、
あ
え
な
い
最
期
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

仲
麻
呂
政
権
の
時
代
は
短
い
が
、
彼
が
貨
幣
の
鋳
造
権
に
目
を
つ
け
、
そ
れ
を
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
原
氏
と
い
う
臣
下
の

枠
を
越
え
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
の
枠
に
入
ろ
う
と
し
た
事
は
注
目
に
値
す
る
。

　

鎌
倉
幕
府
倒
滅
後
の
後
醍
醐
天
皇
の
様
に
、
天
皇
の
側
か
ら
貨
幣
の
鋳
造
権
は
天
皇
の
専
権
事
項
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
利
用
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し
て
、
新
貨
を
鋳
造
す
る
事
で
天
皇
親
政
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
例
は
あ
る
が
、
臣
下
の
側
が
そ
れ
を
使
っ
て
天
皇
に
近
づ
こ
う

と
し
た
例
は
な
く
、
日
本
政
治
史
上
き
わ
め
て
特
異
な
出
来
事
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
仲
麻
呂
が
い
か
に
し
て
政
敵
を
排
除
し
、
光
明
皇
后
の
後
楯
を
利
用
し
な
が
ら
、
自
ら
と
一
族
を
臣
下
の
枠
か
ら

天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
の
枠
へ
押
し
上
げ
て
い
っ
た
か
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　

一　

律
令
国
家
の
成
立

　
（
1
）
文
武
登
場

　

孫
の
軽
皇
子
の
成
長
を
待
ち
望
ん
で
い
た
持
統
天
皇
は
、
六
九
七
年
（
持
統
一
一
）
八
月
皇
位
を
軽
皇
子
に
譲
っ
た
。
文
武
天

皇
で
あ
る

（
（
（

。
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
の
間
に
皇
位
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
の
あ
る
な
か
で
、文
武
の
即
位
を
推
進
し
た
の
は
、

祖
母
の
持
統
と
藤
原
不
比
等
で
あ
っ
た
。
不
比
等
は
娘
の
宮
子
を
文
武
の
夫
人
と
し
た

（
（
（

。

　

軽
皇
子
が
即
位
し
た
と
き
は
、
ま
だ
一
五
歳
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

　

い
っ
た
い
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
少
年
天
皇
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

天
武
・
持
統
天
皇
は
、
自
分
た
ち
の
後
継
者
を
草
壁
皇
子
と
定
め
、
皇
太
子
に
立
て
た
。
と
こ
ろ
が
草
壁
は
、
天
武
の
死
後
、

即
位
を
目
前
と
し
て
、
わ
ず
か
二
八
歳
で
没
し
て
し
ま
っ
た
。
持
統
は
夫
に
続
い
て
、
た
だ
一
人
の
息
子
を
失
い
悲
嘆
に
く
れ
た

が
、
持
ち
前
の
強
い
精
神
力
で
立
ち
直
り
、
草
壁
皇
子
の
子
、
軽
皇
子
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
軽
皇
子
の
成
長
を
待
つ
間
、
持
統
み
ず
か
ら
皇
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。



藤原仲麻呂と貨幣鋳造権

79

　

天
武
天
皇
に
は
、
草
壁
皇
子
以
外
に
、
母
親
の
ち
が
う
皇
子
た
ち
が
、
ほ
か
に
何
人
も
い
た
。
彼
ら
は
草
壁
皇
子
の
死
後
、
自

分
が
皇
位
に
就
く
こ
と
を
期
待
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
期
待
は
、
持
統
の
即
位
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

皇
太
子
に
軽
皇
子
が
な
る
か
、
そ
れ
と
も
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
の
中
の
誰
か
が
な
る
の
か
、
そ
れ
は
、
皇
位
継
承
の
原
則
に

つ
い
て
の
考
え
方
の
対
立
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
の
主
張
は
、
皇
位
は
兄
か
ら
弟
へ
受
け
継
が
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
持
統
の
立
場
は
、
天

武
と
持
統
の
あ
い
だ
に
生
れ
た
草
壁
皇
子
の
直
系
（
嫡
系
）
が
皇
位
を
つ
い
で
い
く
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

両
者
の
対
立
は
、
草
壁
嫡
系
派
が
勝
利
し
た
。

　

奈
良
時
代
の
前
半
か
ら
中
ご
ろ
の
皇
位
は
、
軽
皇
子
す
な
わ
ち
文
武
天
皇
の
あ
と
、
元
明
、
元
正
、
聖
武
、
孝
謙
と
受
け
継
が

れ
る
。
元
明
、
元
正
の
二
代
を
、
聖
武
天
皇
が
即
位
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
す
る
と
、
ま
さ
に
、
草
壁
の
嫡
系
が
皇
位
に
つ
い
て

い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
文
武
天
皇
の
即
位
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
い
え
る

（
（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
軽
皇
子
は
、
当
時
の
王
公
諸
臣
の
一
致
し
た
意
志
で
皇
太
子
に
推
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
軽
皇
子
の
立
太
子

は
、
持
統
天
皇
の
強
力
な
政
治
力
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

立
太
子
の
あ
と
、
わ
ず
か
半
年
で
即
位
を
急
い
だ
の
も
、
軽
皇
子
の
立
場
の
弱
さ
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

持
統
は
「
太
上
天
皇
」
と
し
て
文
武
を
後
見
し
、
天
皇
と
「
並
び
ま
し
て
天
下
を
治
め
た

（
（
（

」

　
「
太
上
天
皇
」
の
制
度
は
、
中
国
の
律
令
に
は
な
く
、
日
本
の
律
令
に
新
し
く
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
、
文
武
に
対
す
る
持
統

の
後
見
体
制
を
法
的
に
確
立
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た

（
（
（

。

　

文
武
の
即
位
後
、
持
統
の
主
導
の
も
と
に
新
し
い
律
令
の
編
纂
事
業
が
進
め
ら
れ
、
七
○
○
年
（
文
武
四
）
三
月
、
ま
ず
「
令
」

法
典
が
、
続
い
て
七
○
一
年
（
大
宝
元
）
八
月
「
律
」
法
典
が
完
成
す
る

（
（
（

。
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編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
、
天
武
の
皇
子
刑
部
（
忍
壁
）
親
王
を
総
裁
と
し
て
、
藤
原
不
比
等
、
粟
田
真
人
ら
一
九
名
、
う
ち
中
、
下

級
官
人
に
は
渡
来
人
と
そ
の
子
孫
が
多
か
っ
た

（
7
（

。

　

大
宝
律
令
が
完
成
に
近
づ
い
た
七
○
一
年
（
大
宝
元
）
の
正
月
一
日
、
天
皇
は
大
極
殿
に
出
御
し
、
百
官
人
の
朝
賀
を
受
け
る
。

大
極
殿
の
前
に
は
、
烏
形
・
日
月
・
四
神
の
幢
が
立
て
ら
れ
、
新
羅
使
や
お
そ
ら
く
蝦
夷
・
隼
人
も
列
立
し
、
天
皇
が
蕃
夷
を
従

え
る
帝
国
の
王
で
あ
る
事
を
内
外
に
示
し
た
。

　
「
文
物
の
儀
・
是
に
お
い
て
備
わ
れ
り
」
と
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

（
8
（

。

　

同
じ
正
月
二
十
三
日
、
粟
田
真
人
を
首
席
と
す
る
遣
唐
使
が
任
命
さ
れ
る（

９
（。
こ
の
遣
唐
使
が
中
国
に
対
し
て
「
日
本
」
の
国
号

を
用
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

（
（（
（

。

　

三
月
二
十
一
日
、
対
馬
よ
り
金
を
献
上
し
て
き
た
の
を
機
縁
に
「
大
宝
」
の
年
号
が
建
て
ら
れ
る

（
（（
（

。

　

こ
れ
ま
で
も
断
続
的
に
年
号
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
大
宝
律
令
に
よ
っ
て
年
号
が
制
度
化
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
大
宝
令
に
続
い
て
、
大
宝
律
が
公
布
さ
れ
、
七
○
二
年
（
大
宝
二
）
一
○
月
に
は
律
令
そ
ろ
っ
て
施
行
さ
れ
た

（
（（
（

。

　

大
宝
律
令
の
施
行
は
、
大
化
改
新
か
ら
半
世
紀
に
わ
た
り
模
索
さ
れ
て
き
た
中
央
集
権
的
な
国
家
の
青
写
真
が
完
成
し
た
こ
と

を
示
す
と
い
え
る

（
（（
（

。

　

日
本
が
体
系
的
な
「
律
令
」
を
編
纂
し
た
の
は
、
当
時
の
日
本
が
、
中
国
に
朝
貢
す
る
が
、
册
封
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

と
深
く
関
連
し
て
い
た
。

　

律
令
は
蕃
夷
の
国
々
を
も
支
配
す
る
帝
国
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
国
か
ら
册
封
さ
れ
て
い
る
国
が
、
独
立
の
「
律
令
」
法
典
を

編
纂
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
唐
か
ら
册
封
さ
れ
て
い
た
新
羅
は
、
体
系
的
な
「
律
令
」

法
典
は
編
纂
し
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
新
羅
は
、
年
号
も
唐
の
年
号
を
使
っ
て
い
た

（
（（
（

。
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と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
大
宝
律
令
で
は
、「
太
上
天
皇
」
と
い
う
日
本
独
自
の
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
太
上
天
皇
は
、
天
皇
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
設
の
太
上
天
皇
に
は
じ
め
て
な

っ
た
の
が
、
持
統
で
あ
っ
た
。
太
上
天
皇
と
い
う
称
号
と
、
持
統
が
そ
れ
に
な
っ
た
こ
と
と
は
、
文
武
の
立
場
と
密
接
な
関
係
が

あ
る

（
（（
（

。

　

持
統
は
み
ず
か
ら
の
意
思
で
生
前
に
退
位
し
た
は
じ
め
て
の
天
皇
で
あ
る
。
そ
し
て
文
武
に
譲
位
し
た
の
ち
も
、
彼
を
支
え
る

た
め
に
、
持
統
は
依
然
と
し
て
実
権
を
握
り
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
太
上
天
皇
と
い
う
地
位
の
新
設
は
、
こ
う
し
た
特
別
の
事

態
を
法
の
上
で
明
確
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
体
制
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

　

持
統
は
、
大
宝
律
令
の
施
行
を
見
届
け
る
と
、
七
○
二
年
（
大
宝
二
）
十
二
月
に
没
し
て
し
ま
っ
た

（
（（
（

。

　

文
武
の
朝
廷
は
、
大
宝
律
令
を
施
行
し
て
律
令
体
制
の
形
成
に
努
め
る
が
、
七
○
七
年
（
慶
雲
四
）
六
月
、
こ
ん
ど
は
文
武
が

二
五
歳
で
没
し
て
し
ま
う

（
（（
（

。
文
武
と
宮
子
（
不
比
等
の
娘
）
と
の
間
に
は
、
首
皇
子
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
ま
だ
七
歳
で

あ
っ
た
。

　

文
武
が
亡
く
な
っ
た
翌
七
月
、
文
武
の
母
、
阿
閇
皇
女
（
天
智
の
娘
、
草
壁
の
妃
）
が
即
位
し
た
。
元
明
天
皇
で
あ
る

（
（（
（

。

　

天
武
や
天
智
の
子
や
孫
で
、
皇
位
継
承
者
の
候
補
者
が
た
く
さ
ん
い
る
中
で
、
子
か
ら
母
へ
と
い
う
、
か
つ
て
例
の
な
い
異
常

な
皇
位
継
承
の
道
を
元
明
が
選
ん
だ
の
は
、
孫
の
首
皇
子
の
成
長
を
待
っ
て
、
皇
位
を
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
と
推
定
さ
れ
る

（
（（
（

。

　

元
明
の
即
位
の
詔
に
は
、「
不
改
常
典
」
と
い
う
言
葉
が
二
回
も
出
て
く
る

（
（（
（

。

　

元
明
が
父
で
あ
る
天
智
が
定
め
た
と
い
う
法
を
持
ち
出
し
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

元
明
は
、
こ
の
法
を
嫡
系
に
よ
る
皇
位
継
承
法
と
考
え
て
い
た
。
持
統
の
譲
位
す
な
わ
ち
文
武
の
即
位
が
、「
不
改
常
典
」
に
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よ
る
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
皇
位
継
承
が
天
武
―
草
壁
―
文
武
と
い
う
嫡
系
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
に

な
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
文
武
の
次
の
天
皇
は
文
武
の
嫡
系
で
あ
る
べ
き
と
い
う
意
思
表
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

文
武
の
嫡
系
は
首
皇
子
で
あ
る
。
元
明
天
皇
は
、
将
来
の
首
皇
子
の
即
位
こ
そ
、
父
天
智
の
定
め
た
と
い
う
法
に
か
な
う
こ
と

だ
、
と
表
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。
元
明
に
と
っ
て
、
わ
が
子
文
武
か
ら
承
け
た
皇
位
は
、
孫
の
首
皇
子
の
即
位
を
実
現
さ
せ
る
た

め
の
前
提
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
み
ず
か
ら
の
即
位
は
、
た
ん
な
る
中
継
ぎ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
し
た
元
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
治
世
に
は
、
重
要
な
施
策
が
続
々
と
行
な
わ
れ
た
。
平
城

京
の
遷
都
と
建
設
が
断
行
さ
れ
、
和
同
開
珎
が
発
行
さ
れ
た
。
又
『
古
事
記
』
が
完
成
し
、『
風
土
記
』
の
編
纂
も
行
な
わ
れ
た
。

　
（
2
）
和
同
開
珎
の
誕
生
と
平
城
京
建
設

　

元
明
天
皇
が
即
位
し
た
翌
年
、
七
○
八
年
（
和
銅
元
）
正
月
、
武
蔵
国
か
ら
自
然
銅
（
和
銅
）
が
献
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
、「
和

銅
」
と
改
元
さ
れ
た

（
（（
（

。

　

翌
二
月
、
貨
幣
の
鋳
造
と
都
城
の
建
設
が
開
始
さ
れ
た

（
（（
（

。
律
令
国
家
を
象
徴
す
る
「
和
同
開
珎
」
の
鋳
造
と
「
平
城
京
」
の
建

設
で
あ
る
。

　

両
者
は
大
宝
律
令
施
行
の
一
環
と
し
て
文
武
朝
に
準
備
さ
れ
た
が
、
文
武
の
早
逝
に
よ
っ
て
元
明
朝
に
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る

（
（（
（

。

　

平
城
京
が
藤
原
京
の
発
展
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
和
同
開
珎
の
源
流
も
天
武
・
持
統
朝
に
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
六
八
三
年
（
天
武
一
二
）
銀
銭
の
使
用
を
禁
じ
、
銅
銭
の
使
用
を
命
じ
た
が
、
地
金
と
し
て
の
銀
の
使
用
は
認
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め
（
（（
（

、
持
統
朝
に
は
鋳
銭
司
の
官
人
を
任
命
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

和
同
開
珎
が
ま
ず
銀
銭
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
は
、
銀
の
地
金
が
物
品
貨
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

当
時
の
日
本
で
は
、
物
品
貨
幣
と
し
て
は
稲
と
布
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
銀
の
流
通
は
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。

　

平
城
京
も
和
同
開
珎
も
、
中
国
の
帝
国
に
な
ら
お
う
と
す
る
政
治
的
要
請
の
所
産
で
、
内
在
的
な
要
因
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
平
城
京
と
い
う
新
し
い
空
間
の
出
現
と
、
鋳
造
貨
幣
の
発
行
は
、
日
本
の
社
会
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て

い
く

（
（（
（

。

　

天
武
朝
に
源
流
を
発
す
る
歴
史
書
の
編
纂
も
、
七
一
二
年
（
和
銅
五
）
に
『
古
事
記
』
が
、
七
二
○
年
（
養
老
四
）
に
『
日
本

書
紀
』
が
完
成
す
る
。

　
『
古
事
記
』
が
書
名
の
と
お
り
「
ふ
る
こ
と
ふ
み
」
で
あ
る
の
に
対
し
『
日
本
書
紀
』
は
「
日
本
」
の
国
号
を
冠
し
、
中
国
で

読
ま
れ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
は
基
本
的
に
は
内
廷
（
皇
室
）
の
書
物
で
あ
り
、
天
皇

が
大
八
洲
国
を
支
配
す
る
由
来
を
中
心
に
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
は
、
日
本
が
朝
鮮
諸
国
を
従
属
さ
せ
る
帝

国
を
形
成
し
た
歴
史
に
重
点
を
置
い
て
語
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
な
ぜ
朝
鮮
関
係
の
記
事
が
多
い
の
か
は
、
朝
鮮
諸
国
の

国
制
や
文
化
の
影
響
の
深
さ
と
と
も
に
、
帝
国
を
め
ざ
し
た
古
代
貴
族
の
国
際
意
識
の
所
産
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

七
一
三
年（
和
銅
六
）、
畿
内
と
七
道
諸
国
に
『
風
土
記
』
の
作
成
が
命
じ
ら
れ
る
が
、
和
銅
年
間
は
、
大
宝
律
令
の
支
配
体
制

が
、
地
方
の
社
会
に
実
施
さ
れ
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
都
と
地
方
の
国
・
郡
を
結
ぶ
道
路
や
交
通
施
設
（
駅
・
伝
）
も
、
こ
の

時
期
に
整
備
さ
れ
、
和
同
開
珎
の
発
行
、
調
庸
制
の
整
備
、
条
里
制
地
割
の
施
行
を
は
じ
め
と
す
る
国
土
の
開
発
が
行
わ
れ
た
。

　
『
風
土
記
』
の
記
載
項
目
に
あ
げ
ら
れ
た
銀
、
銅
な
ど
の
産
物
、
田
地
の
肥
沃
度
の
調
査
は
、
そ
れ
ら
の
施
策
と
関
連
し
て
い
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た
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。

　
（
3
）
律
令
制
の
展
開

　

元
明
天
皇
が
成
長
を
待
ち
望
ん
で
い
た
孫
の
首
皇
子
が
、
七
一
四
年
（
和
銅
七
）
十
四
歳
と
な
り
、
元
服
の
儀
式
が
行
わ
れ
、

同
時
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
機
会
に
元
明
天
皇
は
、
翌
年
九
月
に
、
皇
位
を
娘
の
氷
高
内
親
王
に
譲
る

（
（（
（

。

　

続
日
本
紀
に
「
皇
位
を
皇
太
子
に
譲
り
た
い
が
、年
歯
幼
稚
な
の
で
、氷
高
内
親
王
に
譲
る
」
と
あ
る

（
（（
（

。
し
か
し
、「
年
歯
幼
稚
」

と
言
っ
て
も
首
皇
子
は
元
服
も
す
ま
せ
、
父
文
武
が
即
位
し
た
と
き
と
同
じ
一
五
歳
に
な
っ
て
い
た
。
天
武
の
皇
子
や
孫
の
な
か

に
は
、
有
力
な
皇
位
候
補
者
が
た
く
さ
ん
い
る
。

　

元
明
は
、
中
継
ぎ
の
女
帝
と
し
て
娘
の
氷
高
内
親
王
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
元
正
天
皇
で
あ
る
。

　

未
婚
の
女
性
（
元
正
）
の
即
位
は
、
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
異
常
な
事
態
で
あ
っ
た
。
即
位
の
直
前
、
珍
し
い
亀
が
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
祥
瑞
に
よ
っ
て
、
年
号
が
「
霊
亀
」
と
改
め
ら
れ
た
。

　

翌
年
、
七
一
六
年
（
霊
亀
二
）
藤
原
不
比
等
と
橘
三
千
代
と
の
娘
、
安
宿
媛
（
光
明
子
）
が
皇
太
子
妃
に
立
て
ら
れ
た
。
後
の

光
明
皇
后
で
あ
る
。

　

朝
廷
で
は
太
政
官
の
議
政
官
が
次
々
と
没
し
、
右
大
臣
の
不
比
等
と
中
納
言
の
三
人
だ
け
と
な
っ
た
。

　

こ
の
機
会
を
巧
み
に
と
ら
え
て
、
不
比
等
は
次
男
の
房
前
を
参
議
と
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
議
定
官
の
構
成
員
の
な
か
に
、
藤
原
氏
が
二
人
も
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
議
政
官
は
、
有
力
な
氏
の

代
表
者
が
就
任
す
る
の
が
原
則
で
、
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
死
ぬ
と
、
同
じ
氏
の
人
間
が
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
房
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前
の
参
議
就
任
は
、
こ
の
原
則
を
は
じ
め
て
破
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
事
が
不
比
等
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
太
政
官
に
於
け
る
不
比
等
の
地
位
は
、
一
層
強
化
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
議
政
官
は
有
力
な
氏
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
、
大
和
朝
廷
以
来
の
慣
行
は
破
ら
れ
、
こ
の
後
、

不
比
等
の
四
子
は
、
次
々
と
議
政
官
の
地
位
に
つ
く
こ
と
と
な
る
。

　

大
宝
律
令
は
、
貴
族
の
地
位
の
継
承
を
、
氏
か
ら
父
―
子
関
係
を
原
理
と
す
る
蔭
位
制
に
切
り
替
え
た
。
不
比
等
の
四
子
は
、

律
令
の
新
し
い
制
度
に
乗
っ
て
、
三
位
以
上
の
位
階
を
得
、
お
の
お
の
公
的
な
「
家
」
を
持
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
南
家
・
北
家
・
式

家
・
京
家
の
起
源
で
あ
る
。「
氏
」
か
ら
「
家
」
へ
の
日
本
社
会
の
長
期
に
わ
た
る
大
変
動
の
は
じ
ま
り
で
あ
る

（
（（
（

。

　

七
二
○
年
（
養
老
四
）
八
月
、
不
比
等
が
没
す
る
と

（
（（
（

、
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
が
重
要
な
地
位
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
高
市
皇

子
の
子
の
長
屋
王
が
右
大
臣
に
昇
進
し
て
皇
親
勢
力
が
政
権
を
握
っ
た

（
（（
（

。
ま
た
不
比
等
の
四
子
も
順
調
に
昇
進
し
て
ゆ
く
。

　

七
二
一
年
（
養
老
五
）
十
二
月
七
日
元
明
太
上
天
皇
が
没
す
る
。
元
明
は
、
娘
の
元
正
天
皇
、
孫
の
首
皇
子
を
後
見
し
て
い
た

の
で
、
三
関
を
閉
鎖
し
て
厳
戒
態
勢
が
し
か
れ
た

（
（（
（

。

　

母
を
失
っ
た
元
正
天
皇
に
と
っ
て
、
朝
廷
中
で
風
当
た
り
の
強
い
首
皇
子
に
無
事
に
皇
位
を
譲
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

そ
の
よ
う
な
時
、
ま
た
し
て
も
珍
し
い
「
亀
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
七
二
三
年
（
養
老
七
）
一
○
月
、
両
目
が
赤
い
小
さ
な
白
い
亀

が
献
じ
ら
れ
た

（
（（
（

。
こ
の
天
の
贈
り
物
を
好
機
と
し
て
、
元
正
は
首
皇
子
に
譲
位
し
た
（
（（
（

。
聖
武
天
皇
の
誕
生
で
あ
る
。
年
号
を
「
神

亀
」
と
改
め
た
。

　

有
力
な
皇
位
継
承
者
が
た
く
さ
ん
い
る
中
で
、
首
皇
子
が
天
命
に
か
な
う
事
を
、
神
亀
の
出
現
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

聖
武
天
皇
が
二
四
歳
で
即
位
し
た
日
、
長
屋
王
が
左
大
臣
に
昇
進
し
た

（
（（
（

。
長
屋
王
の
父
高
市
皇
子
は
、
天
武
天
皇
の
長
子
で
あ
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り
、
母
は
元
明
女
帝
の
姉
、
妻
は
草
壁
皇
子
の
娘
（
吉
備
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
長
屋
王
は
有
力
な
皇
位
継
承
候
補
で
あ
っ
た
。

　

聖
武
即
位
の
三
年
後
，
七
二
七
年
（
神
亀
四
）
に
、
聖
武
と
光
明
子
と
の
間
に
初
め
て
皇
子
が
生
れ
、
一
ヵ
月
後
に
皇
太
子
に

立
て
ら
れ
た

（
（（
（

。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
皇
太
子
に
立
て
る
の
は
、
前
例
の
な
い
異
常
な
や
り
方
で
あ
っ
た
。

　

藤
原
氏
系
の
天
皇
を
立
て
た
い
と
い
う
聖
武
と
藤
原
氏
の
執
念
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
、
天
皇
と
皇
太
子
を
守
る
た
め
に
、
授
刀
舎
人
寮
を
改
組
し
て
中
衛
府
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
長
官
に
藤
原
房
前
が
つ
く
。

し
か
し
藤
原
氏
の
希
望
を
担
っ
た
皇
太
子
は
夭
折
し
て
し
ま
う

（
（（
（

。
そ
の
上
、
聖
武
の
夫
人
、
県
犬
養
広
刀
自
が
、
こ
の
年
皇
子
を

出
産
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
の
皇
子
へ
皇
位
が
い
っ
て
し
ま
う
た
め
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
藤
原
氏
は
、
光
明
子
を
皇
后
に
立

て
て
権
力
を
確
保
す
る
道
を
選
ぶ

（
（（
（

。

　

皇
后
は
、
た
ん
に
天
皇
の
正
妻
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
皇
太
子
に
準
ず
る
執
政
権
を
持
ち
、
天
皇
亡
き
あ
と
皇
位
を
め
ぐ
る
争

い
が
生
じ
た
時
、
し
ば
し
ば
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
即
位
し
、
事
態
の
収
拾
を
は
か
る
慣
例
が
あ
っ
た
。
病
弱
な
聖
武
に
万
一
の

事
が
あ
っ
た
と
き
、
皇
后
の
光
明
子
を
皇
位
に
つ
け
て
権
力
の
維
持
を
は
か
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

し
か
し
皇
后
は
、
皇
女
の
な
か
か
ら
選
ぶ
の
が
古
く
か
ら
の
慣
例
で
あ
り
、
律
令
も
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
皇
族
で

な
い
藤
原
氏
出
身
の
光
明
子
を
強
引
に
皇
后
に
立
て
た
時
、
左
大
臣
の
長
屋
王
ら
皇
親
派
が
黙
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
こ
う
し

て
長
屋
王
を
消
す
陰
謀
が
、
ひ
そ
か
に
進
め
ら
れ
た
。

　

七
二
九
年
（
神
亀
六
）
二
月
十
日
、
長
屋
王
が
「
左
道
を
学
ん
で
国
家
を
傾
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
の
密
告
が
あ
っ
た

（
（（
（

。
そ

の
夜
、
藤
原
宇
合
ら
に
率
い
ら
れ
た
六
衛
府
の
兵
が
、
長
屋
王
の
邸
宅
を
囲
ん
だ
。
翌
日
、
長
屋
王
を
尋
問
し
、
次
の
日
、
王
と

妻
の
吉
備
内
親
王
、
そ
の
王
子
ら
は
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　

事
件
の
半
年
後
、
藤
原
麻
呂
が
、
背
中
に
「
天
王
貴
平
知
百
年
」
と
い
う
め
で
た
い
文
字
を
負
う
亀
を
朝
廷
に
献
じ
た
。
ま
た
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し
て
も
瑞
亀
の
出
現
で
あ
る
。
背
中
の
文
字
か
ら
二
字
を
取
っ
て
「
天
平
」
と
改
元
さ
れ
た
（
（（
（

。
そ
の
後
、
光
明
子
を
皇
后
に
立
て

る
詔
が
宣
せ
ら
れ
る
。

　

七
三
○
年
（
天
平
二
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
太
政
官
の
議
政
官
が
次
々
と
没
す
る
。
健
全
な
の
は
、
知
太
政
官
事
の
舎
人
親

王
、
大
納
言
の
藤
原
武
智
麻
呂
、
参
議
の
藤
原
房
前
だ
け
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
七
三
一
年
（
天
平
三
）
八
月
、
諸
司
の
主
典
以
上
の
官
人
を
全
員
、
内
裏
に
呼
び
入
れ
、
舎
人
親
王
が
「
政
事
を
つ

か
さ
ど
る
こ
と
の
で
き
る
と
思
う
人
を
推
挙
せ
よ
」
と
い
う
天
皇
の
勅
を
読
み
上
げ
る
。
二
日
後
、
主
典
以
上
の
官
人
三
九
六
人

が
朝
堂
に
集
ま
っ
て
推
挙
す
る
人
の
名
を
上
表
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
六
人
の
参
議
が
任
命
さ
れ
た
。

　

六
人
の
内
、
藤
原
氏
の
宇
合
と
麻
呂
の
二
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
す
で
に
武
智
麻
呂
は
大
納
言
、
房
前
は
参
議
で
あ
る
か
ら
、

藤
原
氏
の
四
人
の
兄
弟
が
全
て
太
政
官
と
な
っ
た
。

　
　

二　

藤
原
仲
麻
呂
の
時
代

　
（
1
）
天
然
痘
の
流
行
と
反
乱

　

七
三
五
年
（
天
平
七
）
夏
、
お
そ
ら
く
新
羅
経
由
で
、
大
宰
府
管
内
に
天
然
痘
が
流
行
し
始
め
る
。

　

翌
年
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
と
凶
作
が
続
く
。

　

新
羅
に
派
遣
さ
れ
た
遣
新
羅
使
の
大
使
が
、
帰
途
対
馬
で
病
没
し
、
副
使
も
発
病
す
る
。
天
然
痘
に
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
七
三
七
年
（
天
平
九
）、
こ
の
こ
ろ
筑
紫
か
ら
東
進
し
た
天
然
痘
は
平
城
京
に
も
侵
入
し
、
公
卿
以
下
百
姓
に
至
る
ま

で
、
膨
大
な
死
者
が
で
る
。
こ
の
猛
威
の
な
か
で
、
四
―
八
月
の
四
ヶ
月
の
間
に
、
藤
原
氏
の
四
兄
弟
、
武
智
麻
呂
、
房
前
、
宇
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合
、
麻
呂
も
次
々
と
病
没
す
る
。

　

生
き
残
っ
た
の
は
、
鈴
鹿
王
、
橘
諸
兄
、
大
伴
道
足
の
三
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

九
月
、
知
太
政
官
事
に
鈴
鹿
王
、
大
納
言
に
橘
諸
兄
が
任
じ
ら
れ
、
新
政
権
が
発
足
し
た

（
（（
（

。

　

知
太
政
官
事
は
、
前
任
の
舎
人
親
王
の
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
形
骸
化
が
進
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
橘
諸
兄
こ
そ
、
再
建
太

政
官
を
せ
お
っ
て
立
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
七
三
八
年
（
天
平
一
〇
）
正
月
、
右
大
臣
に
昇
進
し
て
地
歩
を
固
め
た

（
（（
（

。
藤
原

氏
か
ら
は
豊
成
（
武
智
麻
呂
の
子
）
が
参
議
に
登
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
ま
た
約
一
八
年
間
の
中
国
留
学
か
ら
帰
国
し
た
僧

玄
昉
と
吉
備
真
備
が
、
顧
問
役
の
よ
う
な
形
で
政
権
に
加
わ
り
、
そ
の
豊
か
な
学
識
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
発
言
力
を
増
し
て
い

っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
九
州
の
大
宰
府
に
大
宰
少
弐
と
し
て
左
遷
さ
れ
て
い
た
藤
原
広
嗣
（
宇
合
の
子
）
は
、
突
如
と
し
て
聖
武
に
上
表

文
を
提
出
し
、
そ
の
返
事
を
待
た
ず
、
七
四
○
年
（
天
平
一
二
）
秋
、
筑
紫
に
挙
兵
し
た

（
（（
（

。

　

壬
申
の
乱
以
来
の
軍
事
的
反
乱
で
あ
る
。

　

広
嗣
の
上
表
文
の
全
貌
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
時
の
政
治
が
天
の
意
思
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
原
因
が
玄
昉
、
吉
備
真

備
に
あ
る
と
主
張
し
た
も
の
ら
し
い
。

　

朝
廷
は
た
だ
ち
に
大
野
東
人
を
大
将
軍
に
任
命
し
、
諸
国
か
ら
大
軍
を
動
員
し
て
九
州
に
派
遣
し
た
。

　

戦
に
敗
れ
た
広
嗣
は
、
済
州
島
の
方
へ
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、
船
が
逆
風
に
吹
き
戻
さ
れ
て
捕
え
ら
れ
、
斬
殺
さ
れ
る

（
（（
（

。

　

七
四
三
年
（
天
平
一
五
）
五
月
五
日
の
節
会
で
は
、
二
六
歳
の
阿
倍
皇
女
（
の
ち
の
孝
謙
天
皇
）
が
、
み
ず
か
ら
五
節
舞
を
舞

う
。
聖
武
と
光
明
子
と
の
娘
、
阿
倍
皇
女
は
、
五
年
前
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
未
婚
女
性
の
皇
太
子
は
、
前
代
未
聞

の
こ
と
で
あ
る
。
詔
し
て
「
君
臣
・
祖
子
の
理
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
仕
へ
奉
れ
」
と
強
調
し
て
い
る
の
は
、
貴
族
た
ち
が
阿
倍
皇
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太
子
を
容
認
し
て
い
な
い
こ
と
を
逆
に
し
め
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
（（
（

。
宴
の
席
で
、
大
規
模
な
叙
位
と
任
官
が
行
わ
れ
、
橘

諸
兄
が
左
大
臣
、
藤
原
典
成
が
中
納
言
に
す
す
み
、
典
成
の
弟
、
仲
麻
呂
が
参
議
に
起
用
さ
れ
て
政
界
の
表
舞
台
に
登
場
す
る

（
（（
（

。

　

七
四
九
年
（
天
宝
勝
宝
元
年
）
七
月
二
日
、
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
が
聖
武
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
す
る
。
孝
謙
天
皇
で
あ
る

（
（（
（

。

　

聖
武
の
譲
位
に
よ
っ
て
光
明
皇
后
は
皇
太
后
と
な
り
、
皇
后
宮
職
も
「
紫
微
中
台
」
に
改
組
さ
れ
、
そ
の
長
官
「
紫
微
令
」
に

は
藤
原
仲
麻
呂
が
任
命
さ
れ
た

（
（（
（

。
光
明
皇
太
后
は
孝
謙
女
帝
を
後
見
し
、
実
質
的
に
国
政
を
取
る
が
、
紫
微
中
台
は
そ
の
機
関
と

し
て
機
能
す
る
事
と
な
っ
た
。
紫
微
令
の
仲
麻
呂
は
、
勅
を
奉
じ
て
諸
司
に
施
行
す
る
権
限
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と

し
て
実
権
を
掌
握
し
て
い
く
事
と
な
る

（
（（
（

。
仲
麻
呂
は
、
こ
の
時
ま
だ
大
納
言
で
、
太
政
官
の
内
部
で
は
、
彼
の
上
に
は
、
左
大
臣

の
橘
諸
兄
、
右
大
臣
で
兄
の
豊
成
な
ど
が
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
政
権
に
た
ど
り
着
く
の
は
、
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
紫
微
中
台
と
い
う
、
太
政
官
と
は
別
の
権
力
機
構
の
長
官
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
一
挙
に
政
権
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
孝
謙
天
皇
の
即
位
に
対
し
て
、
多
く
の
貴
族
た
ち
は
、
不
審
の
念
と
反
感
を
抱
い
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
そ
の
孝
謙
を
、
藤
原
氏
出
身
の
光
明
皇
太
后
と
、
そ
の
甥
の
仲
麻
呂
が
さ
さ
え
る
と
い
う
構
図
が
出
来
上

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
貴
族
た
ち
を
い
ら
だ
た
せ
た
。
と
り
わ
け
、
仲
麻
呂
に
対
す
る
反
発
は
強
く
、
橘
奈
良
麻
呂
の

よ
う
な
急
進
派
は
、
仲
麻
呂
打
倒
を
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

七
五
五
年
（
天
平
勝
宝
七
）
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
武
太
上
天
皇
は
重
い
病
に
か
か
っ
て
お
り
、
不
安
が
広
が
っ
て
い

た
。
そ
の
時
、
橘
諸
兄
は
そ
の
従
者
に
反
逆
の
心
を
抱
い
て
い
る
と
密
告
さ
れ
、
翌
年
、
左
大
臣
を
辞
職
し
て
し
ま
っ
た
。

　

藤
原
四
子
の
死
後
、
一
八
年
間
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
太
政
官
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ
た
諸
兄
は
、
つ
い
に
政
権
の
座
か
ら
す
べ
り

落
ち
た
の
で
あ
っ
た
。
約
一
年
後
の
翌
年
一
月
、
彼
は
失
意
の
う
ち
に
七
四
歳
の
生
涯
を
と
じ
た

（
（（
（

。
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こ
う
し
て
、
太
政
官
は
、
右
大
臣
豊
成
、
大
納
言
仲
麻
呂
の
兄
弟
が
、
首
班
と
ナ
ン
バ
ー
２
の
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

　
（
2
）
独
裁
者
へ
の
道

　

七
五
六
年
（
天
平
勝
宝
八
）
五
月
聖
武
太
上
天
皇
が
没
し
、
遣
詔
に
よ
っ
て
道
祖
王
（
天
武
の
孫
。
新
田
部
親
王
の
子
）
が
皇

太
子
に
立
て
ら
れ
た

（
（（
（

。

　

こ
の
数
年
前
か
ら
、
藤
原
仲
麻
呂
が
急
速
に
勢
力
を
延
ば
し
、
太
政
官
の
議
政
官
の
権
力
を
形
骸
化
さ
せ
て
い
た
が
、
聖
武
の

生
存
中
は
、
仲
麻
呂
派
と
反
仲
麻
呂
派
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
聖
武
の
死
を
契
機
に
、
状
況
は

一
挙
に
流
動
化
し
た
。
大
伴
・
佐
伯
・
多
治
見
な
ど
反
仲
麻
呂
派
の
氏
族
の
人
々
が
橘
諸
兄
の
子
、
奈
良
麻
呂
を
か
つ
い
で
、
仲

麻
呂
打
倒
の
動
き
を
活
発
に
し
た

（
（（
（

。

　

七
五
七
年
（
天
平
宝
字
元
）
正
月
、
仲
麻
呂
は
自
分
の
子
が
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
石
津
王
と
い
う
皇
族
を
養
子
に
し
た

（
（（
（

。

　

三
月
に
は
、「
藤
原
部
」
を
「
久
須
波
良
部
」、「
君
子
部
」
を
「
喜
美
侯
部
」
と
改
め
る
勅
が
出
さ
れ
た
。
君
子
の
個
人
名
（
諱
）

を
避
け
る
「
避
諱
」
の
制
は
、
中
国
の
礼
制
を
継
承
し
た
も
の
で
、
例
え
ば
唐
で
は
太
宗
、
李
世
民
の
「
民
」
を
避
け
て
、「
民
部
」

を
「
戸
部
」
と
改
め
て
い
る

（
（（
（

。

　

こ
こ
で
「
君
子
部
」
を
改
め
た
の
は
天
皇
を
さ
す
「
君
」
を
避
け
た
も
の
だ
が
、「
藤
原
部
」
を
改
め
た
の
は
、　
「
藤
原
」
を
「
君
」

と
同
じ
よ
う
に
尊
ぶ
こ
と
を
強
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
ヶ
月
後
、こ
ん
ど
は
聖
武
天
皇
の
諱
「
首
」
と
藤
原
不
比
等
の
諱
「
史
」

を
と
も
に
「
毗
登
」
と
改
め
て
い
る
。
こ
の
後
も
仲
麻
呂
は
中
国
の
礼
制
を
勝
手
に
解
釈
し
て
自
分
の
都
合
で
恣
意
に
乱
用
し
て

い
る

（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
三
月
末
に
は
、
聖
武
の
遺
言
に
よ
っ
て
皇
太
子
と
な
っ
て
い
た
道
祖
王
が
廃
さ
れ
、
か
わ
っ
て
仲
麻
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呂
の
押
す
、
舎
人
親
王
の
子
、
大
炊
王
が
皇
太
子
と
な
っ
た
（
（（
（

。
こ
れ
よ
り
先
、
仲
麻
呂
は
、
大
炊
王
を
自
分
の
田
村
邸
に
迎
え
、

な
く
な
っ
た
長
男
の
妻
、
粟
田
諸
姉
と
結
婚
さ
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
仲
麻
呂
と
大
炊
王
は
義
理
の
親
子
関
係
に
あ
っ
た
。

　

仲
麻
呂
の
意
を
く
ん
で
、
孝
謙
女
帝
は
大
炊
王
を
皇
太
子
に
指
命
し
、
四
月
四
日
に
立
太
子
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。

　

翌
五
月
、
仲
麻
呂
は
祖
父
不
比
等
の
編
纂
し
た
養
老
律
令
を
布
告
し
、
軍
事
を
総
監
す
る
「
紫
微
内
相
」
に
就
任
し
た

（
（（
（

。

　

こ
う
し
て
、
内
乱
の
危
機
は
刻
々
と
迫
っ
て
い
た
。

　

先
手
を
取
っ
た
の
は
仲
麻
呂
で
あ
っ
た
。
七
月
の
は
じ
め
、
橘
奈
良
麻
呂
な
ど
首
謀
者
は
次
々
と
逮
捕
さ
れ
、
あ
る
い
は
拷
問

の
杖
下
に
死
し
、
あ
る
い
は
遠
国
に
配
流
さ
れ
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
未
然
に
鎮
圧
さ
れ
た

（
（（
（

。

　

反
対
派
を
一
掃
し
た
仲
麻
呂
は
、
次
に
兄
の
右
大
臣
豊
成
を
大
宰
府
に
左
遷
し
、
名
実
共
に
政
権
を
掌
握
し
た

（
（（
（

。

　

蚕
の
卵
が
「
五
月
八
日
開
下
帝
釈
標
知
天
皇
命
百
年
息
」
と
い
う
め
で
た
い
文
字
を
あ
ら
わ
す
祥
瑞
の
出
現
を
機
に
、
八
月

一
八
日
に
「
天
平
宝
字
」
と
改
元
し
た

（
（（
（

。

　

七
五
八
年
（
天
平
宝
字
二
）
八
月
、
孝
謙
女
帝
は
皇
太
子
の
大
炊
王
に
譲
位
す
る
。
淳
仁
天
皇
で
あ
る

（
（（
（

。

　

即
位
と
と
も
に
、
官
司
名
が
唐
風
に
改
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
民
部
省
」
は
人
民
に
政
治
を
施
す
の
に
、
仁
の
心
を
貴
ぶ
故
に

「
仁
部
省
」
と
改
め
ら
れ
た
。
仲
麻
呂
は
大
保
（
右
大
臣
）
に
昇
進
し
、
姓
に
「
恵
美
」
の
二
字
を
加
え
、
名
を
「
押
勝
」
と
賜

わ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
永
世
相
伝
の
功
封
三
千
戸
と
功
田
一
百
町
を
賜
り
、
鋳
銭
、

挙
稲
（
出
挙
）
の
特
権
が
与
え
ら
れ
る
。
鋳
銭
権
は
も
ち
ろ
ん
帝
王
の
大
権
で
あ
り
、
私
出
拳
は
こ
の
こ
ろ
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
恵
美
家
印
と
い
う
印
を
使
用
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た

（
（（
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
仲
麻
呂
が
、
栄
誉
ば
か
り
で
な
く
、
巨
大
な
経
済
力
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

権
力
の
絶
頂
に
あ
る
仲
麻
呂
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
て
い
っ
た
。
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お
も
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、
外
交
方
面
で
は
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
目
を
配
り
、
唐
に
お
け
る
安
禄
山
の
反
乱
を
知
る
や
、

大
規
模
な
新
羅
攻
撃
を
計
画
し
、
準
備
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
仲
麻
呂
は
軍
事
的
支
配
権
を
強
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

経
済
政
策
で
は
、
万
年
通
宝
（
銅
銭
）
を
発
行
し
、
あ
わ
せ
て
開
基
勝
宝
・
大
平
元
宝
と
い
う
金
銀
銭
も
出
し
て
い
る
。
文
化

事
業
と
し
て
は
、『
家
伝
』
を
つ
く
り
、『
氏
族
志
』『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
に
着
手
し
て
い
る
。
ま
た
授
刀
衛
の
設
置
は
、
中
央

の
軍
事
、
警
察
体
制
を
整
備
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た

（
（（
（

。

　

七
六
○
年
（
天
平
宝
字
四
）
正
月
、
仲
麻
呂
は
従
一
位
に
の
ぼ
り
、
大
師
（
太
政
大
臣
）
に
任
命
さ
れ
た
。

　

二
年
後
に
彼
は
正
一
位
に
の
ぼ
り
、
官
職
・
位
階
と
も
に
最
高
位
を
極
め
た
。

　

し
か
し
、
絶
大
を
誇
る
仲
麻
呂
に
も
、
し
だ
い
に
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
た
。
七
六
○
年
（
天
平
宝
字
四
）
六
月
に
光
明
皇
太
后
が

没
し
た
こ
と
が
そ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
光
明
は
、
聖
武
な
き
あ
と
、
天
皇
家
の
主
柱
と
し
て
皇
権
を
握
り
、
孝
謙
太
上
天
皇

と
淳
仁
天
皇
と
の
関
係
を
調
整
し
う
る
唯
一
の
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
光
明
の
死
は
、
両
者
の
皇
権
争
い
が
も
は
や
さ
け
ら
れ
な

い
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

光
明
の
死
に
よ
っ
て
、
政
界
の
空
気
が
微
妙
に
変
わ
り
は
じ
め
た
。
こ
れ
を
敏
感
に
察
知
し
た
仲
麻
呂
は
、
体
制
を
固
め
は
じ

め
た
。

　

七
六
一
年
（
天
平
宝
字
五
）
に
な
る
と
、
三
関
の
お
か
れ
た
国
を
中
心
に
按
察
使
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
仲
麻
呂
の
次

男
の
真
先
と
、
女
婿
の
御
楯
が
就
任
し
た
。

　

こ
れ
に
と
も
な
い
、
大
和
守
は
真
先
か
ら
三
男
の
訓
儒
麻
呂
に
か
わ
っ
た
。
ま
た
平
城
京
を
管
轄
す
る
左
京
大
夫
・
右
京
大
夫

を
一
本
化
し
て
左
右
京
尹
と
い
う
ポ
ス
ト
を
新
設
し
、
訓
儒
麻
呂
を
任
じ
た
。

　

仲
麻
呂
は
、
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
身
内
に
よ
っ
て
、
三
関
国
と
平
城
京
・
大
和
国
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
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ら
に
は
、
従
来
の
仲
麻
呂
の
施
策
に
は
み
ら
れ
な
い
守
の
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
（（
（

。

　
（
3
）
独
裁
者
の
没
落

　

七
六
一
年
（
天
平
宝
字
五
）
一
○
月
、
近
江
国
の
保
良
宮
に
淳
仁
天
皇
と
孝
謙
太
上
天
皇
が
行
幸
し
、「
北
京
」
と
す
る
こ
と

が
宣
言
さ
れ
た

（
（（
（

。

　

仲
麻
呂
に
と
っ
て
近
江
国
は
、
父
の
武
智
麻
呂
も
自
分
も
国
守
を
つ
と
め
た
国
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
保
良
宮
に
滞
在
中
に
孝
謙
が
病
気
に
な
り
、
宮
中
の
内
道
場
の
禅
師
、
道
鏡
の
看
護
を
受
け
た
こ
と
が
、
仲
麻
呂
の

没
落
の
は
じ
ま
り
と
な
っ
た

（
（（
（

。

　

孝
謙
と
道
鏡
の
接
近
を
み
て
、
淳
仁
が
孝
謙
に
苦
言
を
呈
し
た
事
か
ら
、
孝
謙
が
激
怒
し
、
二
人
の
仲
は
決
裂
す
る
。

　

七
六
二
年
（
天
平
宝
字
六
）
五
月
下
旬
、
二
人
は
保
良
宮
か
ら
平
城
京
に
帰
る
と
、
淳
仁
は
平
城
京
の
中
宮
院
に
入
る
が
、
孝

謙
は
法
華
寺
に
入
り
出
家
し
て
し
ま
う
。

　

六
月
三
日
、
孝
謙
は
詔
を
出
す
。
こ
の
中
で
、
孝
謙
は
今
の
帝
（
淳
仁
）
の
欠
点
を
上
げ
、
政
治
に
つ
い
て
は
、「
常
祀
と
小

事
は
今
の
帝
が
行
え
、
国
家
の
大
事
と
賞
罰
は
朕
が
行
う
。」
と
し
て
、
淳
仁
か
ら
実
権
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た

（
（（
（

。

　

そ
の
年
の
暮
れ
、
仲
麻
呂
は
二
人
の
息
子
を
参
議
に
加
え
、
父
子
四
人
が
太
政
官
の
議
定
官
と
な
る
が
、
こ
の
異
常
な
人
事
に

対
す
る
周
囲
の
反
感
が
深
ま
っ
た
。

　

翌
七
六
三
年
（
天
平
宝
字
七
）
仲
麻
呂
派
の
慈
訓
が
少
僧
都
を
追
わ
れ
、
道
鏡
が
そ
の
地
位
に
つ
く

（
（（
（

。

　

造
東
大
寺
司
で
は
仲
麻
呂
派
が
次
第
に
追
い
出
さ
れ
、
翌
年
、
孝
謙
の
信
頼
の
厚
い
吉
備
真
備
が
長
官
と
な
る
。
じ
わ
じ
わ
と

追
い
つ
め
ら
れ
た
仲
麻
呂
は
、
自
分
の
息
子
や
娘
婿
を
軍
事
的
に
重
要
な
ポ
ス
ト
に
つ
け
、
自
ら
も
軍
事
権
を
総
攬
す
る
臨
時
の
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官
に
つ
く
（
（（
（

。

　

九
月
十
一
日
、
先
手
を
取
っ
た
孝
謙
は
、
少
納
言
の
山
村
王
を
派
遣
し
、
淳
仁
天
皇
の
も
と
に
あ
っ
た
駅
鈴
と
天
皇
御
璽
を
入

手
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
報
に
接
し
た
仲
麻
呂
は
、
す
ぐ
に
息
子
の
訓
儒
麻
呂
に
迎
撃
さ
せ
て
奪
回
す
る
が
、
知
ら
せ
を
受
け
た

孝
謙
は
坂
上
田
村
麻
呂
ら
に
命
じ
て
訓
儒
麻
呂
を
射
殺
し
、
駅
鈴
と
天
皇
御
璽
を
奪
い
か
え
す
。

　

さ
ら
に
孝
謙
は
、
仲
麻
呂
と
そ
の
一
族
の
官
位
を
剥
奪
し
、
藤
原
と
い
う
姓
を
除
く
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
そ
の
職
分
、
功
封
な
ど
か
ら
の
雑
物
も
、
す
べ
て
没
収
し
た
。

　

そ
し
て
直
ち
に
使
を
遣
わ
し
て
、
三
関
（
鈴
鹿
、
不
破
、
愛
発
）
を
厳
重
に
守
ら
せ
た

（
（（
（

。

　

追
い
つ
め
ら
れ
た
仲
麻
呂
は
太
政
官
印
を
も
っ
て
近
江
に
走
る
が
、
淳
仁
天
皇
を
伴
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
氷
上
塩
焼

（
塩
焼
王
）
を
天
皇
に
立
て
、
息
子
ら
を
親
王
に
準
じ
て
三
品
に
叙
し
、
そ
の
旨
を
太
政
官
印
を
押
し
た
官
符
で
諸
国
に
告
げ
た
。

　

し
か
し
八
日
間
の
激
戦
の
末
、
琵
琶
湖
の
船
上
で
捕
え
ら
れ
、
仲
麻
呂
と
一
族
は
首
を
斬
ら
れ
た

（
（（
（

。

　

乱
を
鎮
圧
し
た
直
後
に
孝
謙
は
、
道
鏡
を
「
大
臣
禅
師
」
に
任
じ
た
。
職
分
の
封
戸
は
大
臣
に
准
じ
て
施
行
さ
れ
た

（
（（
（

。
淳
仁
天

皇
は
捕
え
ら
れ
て
廃
さ
れ
、
淡
路
国
に
幽
閉
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
孝
謙
は
再
び
天
皇
の
位
に
即
く
。
称
徳
天
皇
で
あ
る
。
古
来
よ
り
出
家
し
た
天
皇
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
じ
め
て
出
家
し
た
天
皇
が
出
現
し
た
。

　

翌
七
六
五
年
（
天
平
神
護
元
）
冬
、
称
徳
は
紀
伊
へ
の
行
幸
の
帰
途
、
河
内
国
の
弓
削
宮
に
寄
り
、
道
鏡
を
「
太
政
大
臣
禅
師
」

に
任
じ
た
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
「
法
王
」
に
任
じ
、
月
料
は
天
皇
の
供
御
に
準
じ
、「
法
王
宮
職
」
を
置
く
。

　

七
六
九
年
（
神
護
景
雲
三
）
正
月
に
は
、
女
帝
が
朝
賀
を
受
け
た
翌
日
、
道
鏡
が
大
臣
以
下
の
賀
拝
を
受
け
る
。
道
鏡
は
自
ら

祝
の
言
葉
を
告
げ
た

（
（（
（

。
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そ
の
年
、
大
宰
府
の
主
神
が
、
宇
佐
八
幡
神
の
「
道
鏡
を
皇
位
に
即
か
し
め
ば
、
天
下
太
平
た
ら
む
」
と
い
う
神
託
を
上
奏
し

て
き
た
。
道
鏡
は
こ
れ
を
聞
い
て
強
く
喜
ぶ
と
と
も
に
自
信
を
も
っ
た

（
（（
（

。

　

称
徳
女
帝
は
、
夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
側
近
の
尼
法
均
の
弟
の
和
気
清
麻
呂
を
宇
佐
に
派
遣
し
た
。

　

清
麻
呂
は
出
か
け
て
行
っ
て
神
宮
に
着
い
た
。
す
る
と
神
が
大
き
な
光
と
な
っ
て
現
れ
、
動
転
し
た
清
麻
呂
に
「
天
つ
日
嗣
は

必
ず
皇
緒
を
立
て
よ
」
と
託
宣
し
た
と
い
う

（
（（
（

。
帰
京
し
た
清
麻
呂
が
神
託
を
法
均
を
介
し
て
奉
上
す
る
と
、
道
鏡
は
激
怒
し
、
女

帝
は
清
麻
呂
と
そ
の
姉
尼
法
均
を
流
罪
と
し
た
。
女
帝
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

宇
佐
八
幡
神
の
託
宣
事
件
は
、
皇
族
出
身
で
は
な
い
僧
が
皇
位
に
即
こ
う
と
し
た
点
で
、
特
異
な
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
藤
原

仲
麻
呂
が
自
分
の
一
族
を
皇
族
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
道
鏡
が
仲
麻
呂
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

考
え
る
と
、
そ
う
な
る
こ
と
は
充
分
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

仲
麻
呂
が
大
師
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
道
鏡
は
太
政
大
臣
禅
師
、
さ
ら
に
法
王
に
な
っ
た
。
ま
た
仲
麻
呂
が
領
国
の
近
江
に
保

良
官
を
造
営
し
て
「
北
京
」
と
称
し
た
の
に
対
し
、
道
鏡
は
出
身
地
の
河
内
国
の
弓
削
に
由
義
宮
を
造
営
し
て
「
西
京
」
と
称
し

た
。

　

仲
麻
呂
は
、
お
ば
の
光
明
子
が
皇
女
だ
け
が
皇
后
に
な
れ
る
と
い
う
慣
習
を
破
っ
た
の
を
青
年
期
に
体
験
し
、
み
ず
か
ら
権
力

を
握
る
と
、
自
分
と
そ
の
一
族
を
皇
族
と
一
体
化
す
る
努
力
を
す
る
。
藤
原
氏
の
氏
名
「
藤
原
」
や
祖
父
の
名
「
史
」（
不
比
等
）

に
も
、
天
皇
を
さ
す
「
君
」
や
聖
武
の
名
「
首
」
と
同
じ
よ
う
に
避
諱
の
制
を
適
用
し
、
さ
ら
に
は
天
皇
の
専
権
で
あ
る
は
ず
の

鋳
銭
の
権
も
握
る
。
そ
の
う
え
自
分
の
子
が
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
石
津
王
と
い
う
皇
族
を
養
子
と
す
る
。
さ
ら
に
は
死
ん
だ
長

男
の
妻
と
結
婚
さ
せ
た
大
炊
王
を
即
位
さ
せ
、
最
後
に
は
自
分
の
息
子
た
ち
に
親
王
と
同
じ
「
品
位
」
を
授
け
て
い
る
。

　

仲
麻
呂
は
、
み
ず
か
ら
天
皇
の
位
に
即
こ
う
と
い
う
意
思
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
一
歩
手
前
ま
で
来
て
い
た
。
仲
麻
呂
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に
強
い
対
抗
意
識
を
持
っ
て
い
た
道
鏡
は
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
進
も
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
い
え
る
（
（（
（

。

　

結
果
と
し
て
、
称
徳
・
道
鏡
は
、
日
嗣
の
法
の
伝
統
を
破
れ
な
か
っ
た
。

　

道
鏡
を
皇
位
に
即
け
る
こ
と
に
失
敗
し
た
称
徳
は
、
七
七
○
年
（
神
護
景
雲
四
）
八
月
、
五
三
歳
で
没
す
る
。
即
日
、
左
大
臣

の
藤
原
永
手
は
、
称
徳
の
「
遺
言
」
と
い
う
名
目
で
、
天
智
天
皇
の
孫
の
白
壁
王
を
皇
太
子
に
立
て
、
半
月
後
に
道
鏡
を
下
野
国

薬
師
寺
に
追
放
す
る
。
一
○
月
、
白
壁
王
が
即
位
し
（
光
仁
天
皇
）、
同
時
に
白
い
亀
の
出
現
に
ち
な
ん
で
「
宝
亀
」
と
改
元
さ
れ

る
。

　

仲
麻
呂
、
道
鏡
二
代
に
わ
た
る
、
臣
下
の
天
皇
へ
の
接
近
の
争
い
は
、
い
づ
れ
も
失
敗
に
終
る
の
で
あ
る
。

　
　

む
す
び

　

藤
原
仲
麻
呂
が
初
め
て
政
治
の
表
舞
台
に
現
わ
れ
た
の
は
、
七
四
三
年
（
天
平
五
）
五
月
、
参
議
と
し
て
太
政
官
の
議
政
官
に

任
命
さ
れ
た
時
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
彼
は
め
き
め
き
と
頭
角
を
現
わ
し
、
藤
原
氏
出
身
の
光
明
皇
后
が
皇
太
后
と
な
り
、
皇
后
宮
職
「
紫
微
中
台
」
と
改

組
し
、
そ
の
長
官
で
あ
る
紫
微
令
に
任
命
さ
れ
る
と
、
実
質
的
権
力
を
握
る
事
と
な
る
。

　

光
明
皇
太
后
が
権
力
を
握
る
事
に
よ
っ
て
、
紫
微
中
台
の
力
も
増
大
し
、
必
然
的
に
そ
の
長
官
で
あ
る
紫
微
令
の
力
も
強
大
と

な
り
、
か
わ
っ
て
太
政
官
の
議
政
官
の
権
力
が
形
骸
化
さ
れ
て
い
く
事
と
な
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
政
界
は
、
従
来
か
ら
の
太
政
官
の
議
政
官
と
い
う
権
力
と
新
し
い
紫
微
中
台
を
中
心
と
す
る
権
力
の
二
重
構
造
と
な

り
、
光
明
皇
太
后
の
力
の
強
化
に
つ
れ
て
、
紫
微
中
台
の
力
が
増
加
し
、
紫
微
令
で
あ
る
仲
麻
呂
の
力
も
増
大
す
る
事
と
な
っ
た
。
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七
五
六
年
（
天
平
勝
宝
八
）
聖
武
太
上
天
皇
が
没
す
る
と
、
仲
麻
呂
派
と
反
仲
麻
呂
派
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
光
明
皇
太
后
の

後
楯
を
受
け
た
仲
麻
呂
の
権
力
は
頂
点
に
達
し
た
。

　

こ
の
頃
か
ら
仲
麻
呂
は
藤
原
氏
と
い
う
臣
下
の
枠
か
ら
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
枠
へ
入
る
事
を
意
識
す
る
様
に
な
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　

仲
麻
呂
は
、
自
分
の
子
供
が
居
る
の
に
皇
族
を
養
子
に
迎
え
、「
避
諱
」
の
制
を
発
令
す
る
事
に
よ
っ
て
、
藤
原
部
を
久
須
原

部
へ
改
め
、
藤
原
不
比
等
の
諱
で
あ
る
史
（
ふ
ひ
と
）
を
、
聖
武
天
皇
の
首
（
お
び
と
）
と
同
様
に
「
毗
登
」
と
改
め
る
な
ど
、

天
皇
と
藤
原
氏
を
同
格
と
意
識
づ
け
る
努
力
を
し
た
。

　

更
に
、
自
分
の
義
理
の
息
子
（
大
炊
王
）
を
即
位
さ
せ
て
淳
仁
天
皇
と
し
た
。

　

ま
た
、
民
部
省
を
「
仁
部
省
」
と
改
め
る
な
ど
、
官
司
名
を
唐
風
に
し
た
。

　

仲
麻
呂
は
大
保
（
右
大
臣
）
に
昇
進
し
、
姓
に
「
恵
美
」
名
に
「
押
勝
」
と
賜
わ
り
「
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
」
と
な
っ
た
。

　

加
え
て
、
永
世
相
伝
の
功
封
三
千
戸
と
功
田
一
百
町
を
賜
り
、
鋳
銭
・
拳
稲
（
出
拳
）
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
。

　

鋳
銭
権
は
天
皇
の
専
権
事
項
で
あ
り
、
私
出
拳
は
当
時
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
臣
下
の
枠
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

鋳
銭
権
を
得
た
仲
麻
呂
は
、「
万
年
通
宝
」
を
始
め
、「
開
基
勝
宝
」「
大
平
元
宝
」
な
ど
の
金
銀
銅
銭
を
発
行
し
、
そ
の
特
権

の
充
実
に
努
め
た
。

　

七
六
○
年
（
天
平
宝
字
四
）
正
月
、
仲
麻
呂
は
従
一
位
大
師
（
太
政
大
臣
）
に
昇
り
、
更
に
二
年
後
に
は
正
一
位
に
昇
り
、
官

職
、
官
位
と
も
に
最
高
位
を
極
め
た
。

　
「
避
諱
」
の
制
の
発
令
、
唐
風
の
官
司
へ
の
変
更
、
大
保
、
大
師
な
ど
の
呼
び
方
な
ど
、
唐
風
へ
の
移
行
は
、
仲
麻
呂
が
中
国
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の
礼
制
な
ど
に
詳
し
い
た
め
そ
れ
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
鋳
造
権
に
つ
い
て
も
、
中
国
に
於
て
臣
下
に
鋳
造
権
を
与
え

た
例
が
あ
る
事
を
知
っ
て
い
て
実
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
仲
麻
呂
と
し
て
は
、
中
国
の
例
を
利
用
し
て
自
己
へ
の
権
力
の

集
中
の
正
当
性
を
図
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

絶
大
を
誇
る
仲
麻
呂
に
も
ほ
こ
ろ
び
が
出
て
き
た
。

　

そ
の
原
因
は
、
最
大
の
後
楯
で
あ
っ
た
光
明
皇
太
后
の
死
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
、
光
明
皇
太
后
が
何
と
か
孝
謙
太
上
天
皇
と
淳
仁
天
皇
の
関
係
を
調
整
し
て
き
た
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
両
者
の
関

係
は
一
挙
に
悪
化
し
た
。

　

追
い
つ
め
ら
れ
た
仲
麻
呂
は
、
太
政
官
印
を
持
っ
て
近
江
に
走
り
、
塩
焼
王
を
天
皇
に
立
て
、
息
子
ら
を
親
王
に
準
じ
て
三
品

に
叙
し
、
そ
の
旨
を
太
政
官
印
を
押
し
て
諸
国
に
告
げ
た
。

　

追
い
つ
め
ら
れ
て
も
な
お
臣
下
の
枠
を
越
え
よ
う
と
努
力
す
る
執
念
に
は
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。

　

し
か
し
八
日
間
の
激
戦
の
末
、
琵
琶
湖
の
船
上
で
捕
え
ら
れ
首
を
は
ね
ら
れ
た
。

　

乱
の
後
、
孝
謙
太
上
天
皇
は
再
び
天
皇
の
地
位
に
つ
い
た
。
称
徳
天
皇
で
あ
る
。

　

道
鏡
は
「
大
臣
禅
師
」
更
に
「
太
政
大
臣
禅
師
」
と
昇
り
、
遂
に
は
「
法
王
」
に
任
じ
ら
れ
た
。

　

称
徳
は
道
鏡
を
天
皇
に
と
考
え
、
和
気
清
麻
呂
を
宇
佐
神
宮
に
送
っ
た
が
、「
日
嗣
の
法
」
の
伝
統
は
破
れ
ず
、
そ
の
野
望
は

実
現
し
な
か
っ
た
。

　

称
徳
は
失
意
の
う
ち
に
没
し
、
道
鏡
も
下
野
国
薬
師
寺
に
追
放
さ
れ
て
、
天
皇
へ
の
夢
は
破
れ
た
。

　

仲
麻
呂
に
強
い
対
抗
意
識
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
道
鏡
は
、
仲
麻
呂
を
越
え
て
直
接
天
皇
の
地
位
を
ね
ら
う
が
、
道
鏡
は
形

だ
け
ね
ら
っ
た
の
で
あ
っ
て
仲
麻
呂
の
様
に
、
そ
の
深
い
学
問
的
裏
付
け
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
政
治
的
野
心
も
乏
し
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か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

仲
麻
呂
は
中
国
を
始
め
と
す
る
内
外
の
学
問
に
造
詣
が
深
く
、そ
れ
を
利
用
し
て
自
分
と
一
族
の
地
位
向
上
を
図
っ
て
い
っ
た
。

仲
麻
呂
自
身
は
天
皇
に
な
ろ
う
と
い
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
自
分
の
政
治
的
野
心
を
実
現
す
る
た
め
に
、
臣
下
の
枠

を
越
え
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
枠
に
入
ろ
う
と
し
た
。

　

そ
れ
は
若
い
頃
、
藤
原
氏
と
い
う
臣
下
出
身
の
光
明
子
が
、
皇
族
出
身
以
外
で
は
決
し
て
な
れ
な
い
と
い
う
皇
后
の
地
位
に
強

引
に
就
い
た
の
を
見
て
、
自
分
に
も
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

仲
麻
呂
の
臣
下
の
枠
を
越
え
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
枠
へ
の
願
望
は
、
お
ば
で
あ
る
光
明
子
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　

注
（
（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
一　

文
武
天
皇
元
年
八
月
の
条

　
「
八
月
甲
子
朔
。
受
禪
卽
位
。」

（
（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
一　

文
武
天
皇
元
年
八
月
廿
日
の
条

　
「
癸
未
。
以
藤
原
朝
臣
宮
子
娘
為
夫
人
。
…
…
…
…
」

（
（
）　

栄
原
永
遠
男
「
天
平
の
時
代
」『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
④
』　

集
英
社　

一
九
九
一
年　

二
二
頁
参
照

（
（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
四　

慶
雲
四
年
七
月
十
七
日
の
条

　
「
…
…
…
…
今
御　

宇　
豆留
天
皇
尓
　

授
賜
而
並
坐
而
。
此
天
下
乎
　

治
賜
比
　

諧　

賜
岐
　

。
…
…
…
…
」

（
（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

二
一
頁
参
照
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（
（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
元
年
八
月
三
日
の
条

「
発
夘
。
遺
三
品
刑
部
親
王
。
正
三
位
藤
原
朝
臣
不
比
等
。
…
…
…
…
撰
定
律
令
。
於
是
始
成
。
大
略
以
淨
御
原
朝
庭
為
准
正
。
仍
賜

祿
有
差
。」

（
7
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

二
一
頁
参
照

（
8
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
元
年
正
月
一
日
の
条

「
大
寳
元
年
春
正
月
乙
亥
朔
。
天
皇
御
大
極
殿
受
朝
。
其
儀
於
正
門
樹
烏
形
幢
。
左
日
像
青
龍
朱
雀
幡
。
右
月
像
玄
武
白
虎
幡
。
蕃
夷

使
者
陳
列
左
右
。
文
物
之
儀
。
於
是
俻
矣
。」

（
9
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
元
年
正
月
廿
三
日
の
条

　
「
丁
酉
。
以
「
守
」
民
部
尚
書
直
大
貳
粟
田
朝
臣
眞
人
。
為
遣
唐
執
節
使
。
…
…
…
…
」

（
（0
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

二
一
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
元
年
三
月
廿
一
日
の
条

　
「
甲
午
。
對
馬
嶋
貢
金
。
建
元
爲
大
寳
元
年
。」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
二
年
十
月
十
四
日
の
条

　
「
戊
申
。
領
下
律
令
干
天
下
諸
國
。」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

二
一
頁
参
照

（
（（
）　

同　

二
二
頁
参
照

（
（（
）　

栄
原
永
遠
男
「
天
平
の
時
代
」『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
④
』　

集
英
社　

一
九
九
一
年　

二
三
頁
参
照

（
（（
）　

同　

二
三
頁
参
照

（
（7
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二　

大
寳
二
年
十
二
月
廿
二
日
の
条
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「
甲
寅
。
太
上
天
皇
崩
。
遺　

詔
。
勿
素
服
擧
哀
。」

（
（8
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
三　

慶
雲
四
年
六
月
十
五
日
の
条

　
「
辛
巳
。
天
皇
崩
。
遺
詔
。
擧
哀
三
日
。
凶
服
一
月
。」

（
（9
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
四　

慶
雲
四
年
七
月
十
七
日
の
条

　
「
秋
七
月
壬
子
。
天
皇
卽
位
大
極
殿
。
…
…
…
…
」

（
（0
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

三
四
頁
参
照

（
（（
）　

栄
原
永
遠
男
「
天
平
の
時
代
」『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
④
』　

集
英
社　

一
九
九
一
年　

二
六
頁
参
照

（
（（
）　

同　

二
六
頁
～
二
七
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
四　

和
銅
元
年
正
月
十
一
日
の
条

　
「
和
銅
元
年
春
正
月
乙
巳
。
武
藏
國
秩
父
郡
獻
和
銅
。
…
…
…
…
故
改
慶
雲
五
年
而
和
銅
元
年
爲
而
御
世
年
號
止

　

定
賜
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
四　

和
銅
元
年
二
月
十
一
日
の
条

　
「
二
月
甲
戌
。
始
置
催
鑄
錢
司
。
以
從
五
位
上
多
治
比
眞
人
三
宅
麻
呂
任
之
。」

同　

和
銅
元
年
二
月
十
五
日
の
条

　
「
…
…
…
…
方
今
平
城
之
地
。
四
禽
叶
圖
。
三
山
作
鎭
。
龜
筮
並
從
。
冝
建
都
邑
。
…
…
…
…
。」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

三
六
頁
参
照

（
（（
）　
『
日
本
書
紀
』
巻
廿
九　

天
武
天
皇
（
十
二
年
癸
未
）
の
条

　
「
夏
四
月
戊
午
朔
壬
申
。
詔
曰
。
自
今
以
後
。
必
用
銅
錢
。
莫
用
銀
錢
。」

　
「
乙
亥
。
詔
曰
。
用
銀
莫
止
。」

（
（7
）　
『
日
本
書
紀
』
巻
卅　

持
統
天
皇
（
八
年
甲
午
）
の
条



（0（

　
「
乙
酉
。
以
直
廣
肆
大
宅
朝
臣
麻
呂
。
勤
大
貳
臺
忌
寸
八
嶋
。
黃
書
連
本
實
等
拜
鑄
錢
司
。」

（
（8
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

三
七
頁
参
照

（
（9
）　

同　

三
七
頁
参
照

（
（0
）　

同　

三
七
頁
参
照

（
（（
）　

同　

三
八
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
六　

靈
亀
元
年
九
月
二
日
の
条

　
「
庚
辰
。
天
皇
禪
位
于
氷
高
内
親
王
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
六　

靈
亀
元
年
九
月
二
日
の
条

　
「
…
…
…
…
欲
讓
皇
太
子
。
而
年
齒
幼
稚
。
未
離
深
宮
。
庶
務
多
端
。
一
日
万
機
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

三
九
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
八　

養
老
四
年
八
月
三
日
の
条

　
「
…
…
…
…
是
曰
。
右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
不
比
等
薨
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
八　

養
老
五
年
正
月
五
日
の
条

　
「
…
…
…
…
以
大
納
言
従
二
位
長
屋
王
爲
右
大
臣
。
…
…
…
…
」

（
（7
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
八　

養
老
五
年
十
二
月
七
日
の
条

　
「
己
夘
。
崩
于
平
城
宮
中
安
殿
。
時
春
秋
六
十
・
一
。
遣
使
固
守
三
關
。」

（
（8
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
九　

養
老
七
年
十
月
十
一
日
の
条

　
「
癸
夘
。
左
京
人
无
位
紀
朝
臣
家
・
獻
白
亀
。
長
一
寸
半
。
廣
一
寸
。
兩
眼
並
赤
。」

（
（9
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
九　

神
亀
元
年
二
月
四
日
の
条
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「
二
月
甲
午
。
天
皇
禪
位
於
皇
太
子
。
…
…
…
…
」

（
（0
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
九　

神
亀
元
年
二
月
四
日
の
条

　
「
…
…
…
…
又
以
右
大
臣
正
二
位
長
屋
王
爲
左
大
臣
。」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十　

神
亀
四
年
十
一
月
二
日
の
条

「
十
一
月
己
亥
。
天
皇
御
中
宮
。
太
政
官
及
八
省
各
上
表
。
奉
賀
皇
子
誕
育
。
幷
獻
玩
好
物
。」
…
…
…
…
冝
立
爲
皇
太
子
。
布
告
百
官
。

咸
令
知
聞
。」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十　

神
亀
五
年
九
月
十
三
日
の
条

　
「
九
月
丙
午
。
皇
太
子
薨
。」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

四
七
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十　

天
平
元
年
二
月
十
日
の
条

　
「
…
…
…
…
稱
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
私
學
左
道
。
欲
傾
國
家
。
其
夜
。
遣
使
固
守
三
關
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十　

天
平
元
年
六
月
二
十
日
の
条

　
「
己
夘
。
左
京
職
獻
亀
長
五
寸
三
分
。
闊
四
寸
五
分
。
其
背
有
文
云
。
天
王
貴
平
知
百
年
。」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
二　

天
平
九
年
九
月
廿
八
日
の
条

「
己
亥
。
以
從
三
位
鈴
鹿
王
爲
知
太
政
官
事
。
從
三
位
橘
宿
祢
諸
兄
爲
大
納
言
。
…
…
…
…
」

（
（7
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
三　

天
平
十
年
正
月
十
三
日
の
条

　
「
…
…
…
…
是
曰
。
授
大
納
言
從
三
位
橘
宿
祢
諸
兄
正
三
位
。
拜
右
大
臣
。
…
…
…
…
」

（
（8
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
二　

天
平
九
年
十
二
月
十
二
日
の
条

「
十
二
月
辛
亥
。
以
兵
部
卿
從
四
位
下
藤
原
朝
臣
豊
成
爲
參
議
。」
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（
（9
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
三　

天
平
十
二
年
九
月
三
日
の
条

　
「
九
月
丁
亥
。
廣
嗣
遂
起
兵
反
。
…
…
…
…
」

（
（0
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
三　

天
平
十
二
年
十
一
月
五
日
の
条

　
「
戊
子
。
大
將
軍
東
人
等
言
。
以
今
月
一
日
。
於
肥
前
國
松
浦
郡
。
斬
廣
嗣
綱
手
巳
訖
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

五
三
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
五　

天
平
十
五
年
五
月
五
日
の
条

「
…
…
…
…
既
而
以
右
大
臣
從
一
位
橘
宿
祢
諸
兄
拜
左
大
臣
。
兵
部
卿
從
三
位
藤
原
朝
臣
豊
成
。
左
大
弁
從
三
位
巨
勢
朝
臣
奈
弖
麻
呂

為
中
納
言
。
從
四
位
上
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
。
從
四
位
下
紀
朝
臣
麻
路
爲
参
議
。」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
七　

天
平
勝
寶
元
年
七
月
二
日
の
条

　
「
秋
七
月
甲
午
。
皇
太
子
受
禪
卽
位
於
大
極
殿
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
七　

天
平
勝
寶
元
年
八
月
十
日
の
条

　
「 

…
…
…
…
大
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
爲
兼
紫
微
令
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

五
五
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
正
月
六
日
の
条

　
「
己
夘
。
前
左
大
臣
正
一
位
橘
朝
臣
諸
兄
薨
。
…
…
…
…
」

（
（7
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
十
九　

天
平
勝
寶
八
歳
五
月
二
日
の
条

　
「
…
…
…
…
是
曰
。
太
上
天
皇
崩
於
寢
殿
。
遺
詔
。
以
中
務
卿
從
四
位
上
道
祖
王
爲
皇
太
子
。」

（
（8
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

六
○
頁
参
照

（
（9
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
正
月
九
日
の
条
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（0（

　
「
戊
午
。
從
五
位
下
石
津
王
。
賜
姓
藤
原
朝
臣
。
爲
大
納
言
從
二
位
仲
麻
呂
之
子
。」

（
（0
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

六
○
～
六
一
頁
参
照
。

（
（（
）　

同　

六
一
頁
参
照
。

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
四
月
四
日
の
条

　
「
…
…
…
…
迎
大
炊
王
。
立
爲
皇
太
子
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
五
月
二
十
日
の
条

　
「
丁
夘
。
以
大
納
言
從
二
位
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
爲
紫
微
内
相
。
從
三
位
藤
原
朝
臣
永
手
爲
中
納
言
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

六
一
頁
参
照

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
七
月
十
二
日
の
条

　
「
…
…
…
…
勑
曰
。
右
大
臣
豊
成
者
。
事
君
不
忠
。
爲
臣
不
義
。
…
…
…
…
冝
停
右
大
臣
任
。
左
降
大
宰
員
外
帥
。
…
…
…
…
」

（
（（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十　

天
平
寶
字
元
年
八
月
十
八
日
の
条

　
「
甲
午
。
勑
曰
。
…
…
…
…
冝
改
天
平
勝
寶
九
歲
八
月
十
八
日
。
以
爲
天
平
寶
字
元
年
。
…
…
…
…
」

（
（7
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
一　

天
平
寶
字
二
年
八
月
一
日
の
条

　
「
…
…
…
…
天
平
寶
字
二
年
八
月
庚
子
朔
。
高
野
天
皇
禪
位
於
皇
太
子
。
…
…
…
…
」

（
（8
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
一　

天
平
寶
字
二
年
八
月
廿
五
日
の
条

「
甲
子
。以
紫
微
内
相
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
任
大
保
。
…
…
…
…
自
今
以
後
。冝
姓
中
加
恵
美
二
字
。禁
暴
勝
強
。止
戈
静
乱
。故
名
曰
押
勝
。

朕
舅
之
中
。
汝
卿
良
尚
。
故
字
稱
尚
舅
。
更
給
功
封
三
千
戸
。
功
田
一
百
町
。
永
爲
傳
世
之
賜
。
以
表
不
常
之
勳
。
別
聽
鑄
錢
擧
稻
及

用
恵
美
家
印
。
…
…
…
…
」

（
（9
）　

栄
原
永
遠
男
「
天
平
の
時
代
」『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
④
』　

集
英
社　

一
九
九
一
年　

二
一
四
頁
参
照
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（
70
）　

同　

二
一
五
頁
参
照

（
7（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
三　

天
平
寶
字
五
年
十
月
廿
八
日
の
条

　
「
己
夘
。
詔
曰
。
爲
改
作
平
城
宮
。
暫
移
而
御
近
江
國
保
良
宮
。
…
…
…
…
是
曰
。
勑
曰
。
朕
有
所
思
。
議
造
北
京
。
…
…
…
…
」

（
7（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

六
三
頁
参
照

（
7（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
四　

天
平
寶
字
六
年
六
月
三
日
の
条

　
「
…
…
…
…
但
政
事
波

　

常
祀
利

　

小
㕝
波

　

今
帝
行
給
部

　

。
國
家
大
事
賞
罸
二
柄
波

　

朕
行
牟

　

。
…
…
…
…
」

（
7（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
四　

天
平
寶
字
七
年
九
月
四
日
の
条

　
「
癸
夘
。遣
使
於
山
階
寺
。宣　

詔
曰
。少
僧
都
慈
訓
法
師
。行
政
乖
理
。不
堪
爲
綱
。冝
停
其
任
。依
衆
所
議
。以
衜
鏡
法
師
爲
少
僧
都
。」

（
7（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
五　

天
平
寶
字
八
年
九
月
二
日
の
条

　
「
九
月
丙
申
。
以
太
師
正
一
位
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
。
爲
都
督
「
使
」
四
畿
内
。
三
關
。
近
江
。
丹
波
。
播
磨
等
國
「
習
」
兵
事
使
。」

（
7（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
五　

天
平
寶
字
八
年
九
月
十
一
日
の
条

「
…
…
…
…
勑
曰
。太
師
正
一
位
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
幷
子
孫
。起
兵
作
逆
。仍
解
免
官
位
。幷
除
藤
原
姓
字
巳
畢
。其
職
分
功
封
等
雑
物
。

冝
悉
収
之
。
卽
遣
使
固
守
三
關
。」
…
…
…
…
」

（
77
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
五　

天
平
寶
字
八
年
九
月
十
八
日
の
条

「
…
…
…
…
押
勝
阻
勝
野
鬼
江
。
盡
銳
拒
戰
。
官
軍
攻
撃
之
。
押
勝
衆
潰
。
獨
与
妻
子
三
四
人
乘
船
浮
江
。
石
楯
獲
而
斬
之
。
及
其
妻

子
從
黨
卅
四
人
。
皆
斬
之
於
江
頭
。
…
…
…
…
」

（
78
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
五　

天
平
寶
字
八
年
九
月
廿
日
の
条

　
「
…
…
…
…
又　

勑
。
以
衜
鏡
禪
師
。
爲
大
臣
禪
師
。
所
司
冝
知
此
狀
。
職
分
封
戸
准
大
臣
施
行
。
…
…
…
…
」

（
79
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
二
十
九　

神
護
景
雲
三
年
正
月
三
日
の
条
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（07

　
「
壬
申
。
法
王
衜
鏡
居
西
宮
前
殿
。
大
臣
巳
下
賀
拜
。
衜
鏡
自
告
壽
詞
。」

（
80
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
三
十　

神
護
景
雲
三
年
九
月
廿
五
日
の
条

「
…
…
…
…
始
大
宰
主
神
習
冝
阿
曾
麻
呂
希
旨
。方
媚
事
衜
鏡
。因
矯
八
幡
神
教
言
。令
衜
鏡
卽
皇
位
。天
下
太
平
。衜
鏡
聞
之
。深
喜
自
負
。

…
…
…
…
」

（
8（
）　
『
續
日
本
紀
』
巻
三
十　

神
護
景
雲
三
年
九
月
廿
五
日
の
条

「
…
…
…
…
清
麻
呂
行
詣
神
宮
。
大
神
詫
宣
曰
。
我
國
家
開
闢
以
來
。
君
臣
定
矣
。
以
臣
爲
君
。
未
之
有
也
。
天
之
日
嗣
必
立
皇
緖
。

无
衜
之
人
。
冝
早
掃
除
。
…
…
…
…
」

（
8（
）　

吉
田
孝
「
八
世
紀
の
日
本
―
律
令
国
家
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年　

六
六
頁
参
照

〔
主
な
参
考
文
献
〕

岸　
　

俊
男　
　
『
藤
原
仲
麻
呂
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年

中
川　
　

収　
　
『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』　

高
科
書
店　

一
九
九
一
年

栄
原
永
遠
男　
　
『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
④
天
平
の
時
代
』　

集
英
社　

一
九
九
一
年

朝
尾　

直
弘
他
編
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
４
巻
古
代
３　

岩
波
書
店　

一
九
九
九
年

青
木　

和
夫　
　
『
日
本
の
歴
史
３
奈
良
の
都
』　

中
公
文
庫　

二
○
○
四
年




